
○安全な畜産物を生産するために、飼料や飼
料添加物を正しく使用しましょう。

○農薬残留や異物の混入、かびの発生に注意
して、飼料を購入・給与しましょう。

○飼料の使用記録を付けて、適切な飼養管理
を行っていることの証拠を残しましょう。

２ ０ ２ ０ 年 １ １ 月
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安全な畜産物を安定的に供給するためには、畜産農

家の皆様が生産段階において、安全な飼料を正しく使う

ことが重要です。

ＢＳＥの発生を防止する ・・・・・・・２

配混合飼料や飼料添加物は、表示や
・・・・・・・４

飼料の状態を確認して使用する

粗飼料は、農薬残留や異物混入、かび
・・・・・・・６

の発生に注意する

食品残さを利用した飼料の加熱処理基準
・・・・・・１０

などが厳格化されます（令和３年４月適用）

飼料の使用記録を付ける ・・・・・・１２

放射性物質の暫定許容値以下の飼料
・・・・・・１３

を給与する

１ 飼料添加物について ・・・・・・１４
① 飼料添加物とは

② 添加できる飼料が限定されている飼料添加物

③ 抗菌性飼料添加物の併用の禁止

④ 飼料製造管理者の設置の義務

２ 動物性たん白・動物性油脂について ・・・・・・１７

○ 安全な飼料を正しく使うポイント

○ 飼料に関する規制を正しく理解する
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Ａ 飼 料

飼料の名称：
飼料の種類：
対象家畜等：

○○○○○○

○○○
○○牛用配合飼料
乳用牛

飼料の名称：
飼料の種類：

○○○○

○○○

○○混合飼料

飼料の名称：
飼料の種類：

○○○○○○

○○○

○○混合飼料

Ａ
　
飼
　
料

Ｂ
飼
料

反すう動物（牛、めん羊、山羊及びしか）には、動物性た

ん白などを給与してはいけません。

ＢＳＥの発生を防止するため、牛やめん羊などに給与で

きる飼料や飼料原料は、「A飼料」「反すう動物用飼料専用」

又は「牛用飼料専用」などの表示がされています。牛やめん

羊などには、これらの表示がある飼料だけを給与しましょ

う。

ＢＳＥの発生を防止する

牛やめん羊などを飼養する農家が守るべき事項

○ 牛やめん羊などへは、Ａ飼料以外のものを給与しな

いで下さい。

○ 購入する飼料がＡ飼料として取り扱われているもので

あることを、表示・伝票等で確認しましょう。

○ Ａ飼料は、専用の容器を用いるか、専用の場所に保

管しましょう。

○ Ａ飼料を運ぶ台車や給与するときに用いるスコップな

どは、専用化しましょう。

○ 豚・鶏・犬猫など、反すう動物以外の動物を飼っている

場合は、その動物のエサがＡ飼料に混入しないように

注意しましょう。

 

牛に給与する飼料は、 

A 飼料であることを 

確認しましょう！ 
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もっと詳しく知りたい方へ

・牛には魚粉、血粉、チキンミール、

  鶏・豚用飼料、ペットフードなどを

　与えない。

・牛の飼料は、他の飼料や肥料などが

　混ざらないよう保存。

１．ＢＳＥの発生を防止するため、「反すう動物用飼料への動物由来
たん白質の混入防止に関するガイドライン」で、飼料の製造、輸
入、保管、給与などの各段階で行うべき事項を定めています。ガイ
ドラインは、以下のホームページを参照してください。
●飼料に関する各種ガイドライン

http://kashikyo.lin.gr.jp/data.html
（一般社団法人日本科学飼料協会ＨＰ）

２．動物性たん白質・動物性油脂の家畜への給与に関する規制につ
いては、１７ページを参照して下さい。



- 4 -

（１）表示の確認

配混合飼料は、表示に記載された対象家畜や使用上の

注意に従って、正しく使いましょう。

飼料添加物は、表示に記載された添加できる飼料の種

類及び量に従って正しく使いましょう。

水色で囲った注意事項に従わなかった場合には、有害

な畜産物が生産され、回収や廃棄の対象となります。ま

た、法律による罰則（３年以下の懲役若しくは百万円以下

の罰金又はその併科）の対象となります。

飼 料 の 表 示 （ 例）

飼料の名称 ○○印○○用配合飼料○○号
飼料の種類 ○○用配合飼料
製造年月 令和○○年○○月
製造業者の氏名又は名称及び住所 ○○会社 ○○県○○市○○番地
製造事業場の名称及び所在地 ○○会社○○工場 ××県××市○ 番地
対象家畜等 体重がおおむね30ｋｇ以内の子豚
正味重量 ○○ｋｇ
成分量
含有する飼料添加物の名称及び量 ○○○ 20ｇ力価/トン

【注意】
１ この飼料は、上記の対象家畜等に記載されているもの以外には使用しないこ

と。
２ この飼料は、食用を目的として屠殺する前７日間は使用しないこと。
３ この飼料の原材料に使用している動物性油脂は、確認済動物性油脂（反すう

動物に由来するものを含む。）です。

原材料名等
原材料の区分 配合割合 原 材 料 名
穀類 ７０％ とうもろこし、マイロ、大麦
動物質性飼料 １０％ 魚粉、脱脂粉乳

その他 ５％ 動物性油脂、食塩
使用上及び保存上の注意
１ この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しないこと（牛、めん羊、山羊又

はしかに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。）。
２ この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料（飼料を製造するための

原料又は材料を含む。）に混入しないよう保存すること。

配混合飼料や飼料添加物は、表示や
飼料の状態を確認して使用する
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飼 料 添 加 物 の 表 示 （ 例 ）

飼 料 添 加 物 20kg
飼 料 添 加 物 の 名 称 ブ ロ イ ラ ー 前 期 プ レ Ａ
有 効 成 分 名 及 び 含 量 並 び に 賦 形 物 質 等 の 名 称

有効成分名 含量（１kg中）
ビタミンA油 4,000,000国際単位
ビタミンE粉末 酢酸d１－α－トコフェロール 3.2g
硝酸チアミン 1.0g
ニコチン酸アミド 8.5g
ヨウ化カリウム 0.26g（Iとして0.20g）
亜鉛バシトラシン 60万単位
サリノマイシンナトリウム 20.0g力価

賦 形 物 質 等
エトキシキン
流動パラフィン
米ぬか油かす

用 い る こ と が で き る 飼 料 の 種 類 及 び 量 （ 飼 料 １ ト ン 当 た り ）
ブ ロ イ ラ ー 前 期 用

ふ 化 後 ３ 週 間 以 内 の ブ ロ イ ラ ー 用 飼 料
本 品 2.5kg（ 又 は ， 飼 料 中 0.25％ ）

製 造 業 者 の 名 称 及 び 住 所
製 造 事 業 場 の 名 称 及 び 所 在 地
製 造 番 号 又 は 製 造 記 号
製 造 年 月 日
保 存 上 の 注 意 事 項

し ゃ 光 し た 気 密 容 器 に 保 存 す る こ と。

表示が義務付けられていない単体飼料などを使用する

場合には、飼料安全法に基づく届出を行っている業者が

製造・輸入したものか、購入元に確認しましょう。

もっと詳しく知りたい方へ

（２）飼料の状態の確認

購入した飼料に異物が混入していたり、カビの発生な

どがないか、使用時にも現物の状態を確認しましょう。

飼料添加物に関する規制については、１４ページを参照して下さい。
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（１）農薬残留

農薬は、登録のある農薬を使用基準に従って使用しま

しょう。

また、粗飼料を購入して使用する場合には、農薬を適

正に使用しているか、購入元（耕種農家や輸入業者）に確

認しましょう。

ただし、飼料用稲については、稲に

適用のある農薬であっても、使用できる

種類や期間が限られるので注意して下

さい。

飼料用稲に農薬を使用する場合の

注意事項

○ 稲発酵粗飼料用の稲に農薬を使用する場合、使用時

期が「収穫○日前まで」と記載されている場合の使用時

期とは、「稲発酵粗飼料用の稲を収穫（黄熟期）する○日

前まで」となります。食用の稲より収穫が早いので注意

が必要です。

稲発酵粗飼料用の稲に使用出来る農薬が限られてい

るので注意しましょう。

○ 多くの場合、籾米は、玄米に比べて農薬の残留濃度

が高いので、出穂以降に農薬を使用した籾米を、そのま

ま又は籾殻を含めて家畜に給与する場合、出穂以降に

使用できる農薬が限られているので注意しましょう。

粗飼料は、農薬残留や異物混入、かび
の発生に注意する
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もっと詳しく知りたい方へ

（２）エンドファイト毒素

輸入ストロー（ライグラスやフェスク）には、牛に中毒を

起こす毒素（エルゴバリンやロリトレムＢなどのエンドファ

イト毒素）が含まれている場合があります。

輸入ストローだけではなく、自給飼料や稲わら等の複

数の種類の粗飼料を使いましょう。

中毒した牛は、首や脇腹の筋肉をけいれ

んさせたり、足が突っ張ってうまく歩けなくなっ

たりします。

稲用に登録されている農薬のうち、稲発酵粗飼料用の稲に使用
できる農薬及び出穂以降に使用できる農薬は、以下のホームペー
ジを参照して下さい。

●稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/manual_vol6.pdf
（農林水産省ＨＰ）

●飼料として使用する籾米への農薬の使用について
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/21_658.html
（（独）農林水産消費安全技術センターＨＰ）
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もっと詳しく知りたい方へ

（３）異物の混入防止

牧草などの粗飼料は､本来､動物性たん

白を含むものではありませんが、動物の死

がいなどの異物が混入している場合があり

ます。

牛、めん羊などに給与する前に粗飼料

に異物が混入していないか確認しましょう。

中毒を防ぐ飼養管理

○ オレゴン州立大学の報告によると、エルゴバリンでは5

00～825 ppb程度、ロリトレムＢでは 1800～2000 ppb程

度で、中毒症状を発現するとされております。食べる量

が多いと、さらに低い濃度でも発現が認められるとの報

告もありますので、注意して使用しましょう。購入時に業

者に毒素の濃度を確認してみましょう。

○ ストローに毒素が含まれていても、その量が少なけれ

ば中毒を起こしません。給与に際しては、他の粗飼料を

併用し、ストローの量を調節しましょう。

○ けいれんなどの中毒症状が出たら、ストローの給与を

中止してください。症状が軽いうちに給与をやめれば、牛

は数日で回復します。

給与できるストローの量は、以下のホームページを参照して下さい。

●輸入ストローを上手に使って牛の中毒を防ぐために
http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_poisoning/file/guide-
S.pdf

（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門ＨＰ）

（旧（独）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所ＨＰ)
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（４）カビの発生や腐敗の防止

稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）等のカビの発生や腐敗を防ぐ

ため、次のことに注意して、適切に調製・保管をしましょう。

（５）古畳再製わら

古畳をほぐしたわらには、有機塩素系殺虫剤等が残留し
．．

ているおそれがあるので、給与しないでください。

粗飼料の中に注意すべき異物を発見した場合

そのロットの粗飼料の給与を中止し、都道府県の家畜

保健衛生所又は畜産担当部署に連絡して下さい。

注意すべき異物：ほ乳動物の死がい、骨、糞など

稲ＷＣＳ等を調製・保管する場合の注意事項

○ 材料草とラップフィルムの間に空気が侵入すると、細

菌が増殖して腐敗するので、輸送時にロールを変形させ

ないよう丁寧に取り扱いましょう。

○ 排水が良好で平坦な場所（コンクリート盤や砂利の上

など）に保管しましょう。

○ 鳥害、ネズミ害対策を行うとともに、ラップフィルムが

破損した場合は、速やかに補修しましょう。

○ カビの発生が見られる場合は、カビが発生した部分を

完全に取り除いてから給与しましょう。

○ 稲わらを使用する場合、収穫後は十分乾燥させ、保

管中は湿気に注意しカビを発生させないようにしましょ

う。
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*厳格化の概要

旧 新
(通知に基づく規制) (法律に基づく規制、罰則の対象)

加熱処理 生肉等が混入している 肉を扱う事業所等から排出される
の対象 可能性がある食品残さ 食品残さであって、肉と接触した

可能性があるもの
加熱処理 中心温度70℃以上30分以上 撹拌しながら90℃以上60分以上
の基準 又は80℃以上3分以上 又はこれと同等以上の効果を

有する方法

豚熱（CSF）、アフリカ豚熱（ASF）などの豚の家畜伝染病の侵

入を防ぐため、適切に加熱処理・再汚染防止などの対策をしま
しょう。また、食品残さの収集から飼料の給与までの各過程で、

腐敗や異物混入の防止に努めましょう。

食品残さを利用した飼料の加熱処理基準

などが厳格化されます（令和３年４月適用）

食品残さの飼料利用に係る規制見直しの主なポイント

旧 新

〔通知：エコフィードガイドライン〕

（食品残さ等利用飼料の製造において）
生肉等が混入している可能性があるものは、

70℃30分以上又は80℃３分以上加熱処理すること

〔飼料安全法に基づく成分規格等省令〕

（肉を扱う事業所等から排出された
食品循環資源を原材料とする飼料は）

・撹拌しながら90℃60分以上又はこれと同等以上の
加熱処理を行うこと※（国際基準）

・加熱処理の記録の作成・保管を行うこと

・加熱処理後の飼料の再汚染防止対策を講じること

（・豚以外の家畜用飼料は、ガイドラインに基づき
70℃30分以上又は80℃3分以上の加熱処理）

食品残さ利用飼料
製造事業場

食品工場
小売業者
外食産業

食品残さ
（食品製造副産物等・

余剰食品・
調理残さ等）

食品残さ利用飼料
（飼料の原料含む） 配合飼料工場

養豚農家

１．制度化（通知⇒成分規格等省令）
２．国際基準の適用
３．豚以外の家畜用飼料に対する例外措置

撹拌しながら90℃60分以上
又はこれと同等以上の加熱処理

加熱処理後の飼料の
再汚染防止対策

※、家畜伝染病予防法施行規則（飼養衛生管理基準）においても、同様に規定されている。
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もっと詳しく知りたい方へ

農家が食品残さを飼料として利用する際に守るべき事項

○ 食品残さの排出者（食品関連事業者）などに対して、
食品残さの由来や、加熱処理の対象のものが含まれる
か否かを確認しましょう。

○ 豚に給与する飼料は、加熱処理の対象のものが含ま
れる場合、必ず、90℃以上、60分以上等の加熱処理を
した後に使用してください。

○ 豚以外の家畜（鶏、養魚）に給与する飼料も、加熱処
理の対象のものが含まれる場合、必ず、70℃以上、30
分以上等の加熱処理をした後に使用してください。

○ 市販されているハムやソーセージなどの肉加工品や単
に調理済みの総菜は、ほとんどが「加熱処理の対象のも
の」に該当します。

○ 加熱処理の記録の作成・保管をしてください。

○ 加熱処理の対象のものが含まれない場合でも、病原
微生物による汚染を防止するため、必要に応じて適切な
温度で加熱して使用しましょう。

○ 加熱後の飼料が、加熱前のものにより再汚染されるこ
とがないよう、適切な管理をしましょう。

○ 動物由来たん白を含む飼料は、反すう動物に使用しな
いで下さい。

○ かびの発生、腐敗等が見られるものは使用しないで下
さい。

○ 包装資材、金属異物、はし、つまようじなどは確実に除
去しましょう。

○ 食塩、硝酸塩の含有量を含め栄養成分量を把握し、
適切な割合で使用しましょう。

食品残さを利用した飼料の安全確保についての規制

（加熱処理基準などの厳格化）については、

以下のホームページを参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html
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次の事項を帳簿に記載して、適切な飼養管理を行って

いることの証拠を残しましょう。

（１）飼料を使用した年月日

（２）飼料を使用した場所

（３）飼料を使用した家畜等の種類

（４）飼料の名称

（５）飼料の使用量

（６）飼料を購入した年月日及び購入先の氏名又は名称

これらの記録は、飼料の使用が原因となって有害な畜

産物が生産されたり、そのおそれがある場合に、飼料の

使用実態を確認し、原因の特定や原因となった飼料の流

通の防止を迅速に行う上で、必要不可欠です。

帳簿の保存期間の目安は、ブロイラーは２年間、採卵

鶏は５年間、豚は２年間、牛は８年間です。

また、と畜場に家畜を出荷する際に、どのような抗菌性

飼料添加物を給与したかがわかるよう、帳簿や飼料の表

示票の写しの提出を求められることがあります。飼料の表

示票は保存しておきましょう。

飼料の使用記録を付ける
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飼料中の放射性セシウムの暫定許容値とは、食品の

基準値を超えない乳・肉・卵を生産するために、どのよう

な飼料を家畜に給与すればよいか判断する目安として設

定されたものです。暫定許容値以下の飼料を給与するた

め、国産の粗飼料などについては、どの時期に・どの地域

で・どのように生産されたものか確認しましょう。

放射性セシウムの状況については、県に問い合わせて

下さい。

これまでの牛、馬、豚、家きん等用飼料の暫定許容値

牛・馬用飼料
１ kg あたり １００ ベクレル

豚用飼料
１ kg あたり ８０ ベクレル

家きん用飼料
１ kg あたり １６０ ベクレル

飼料中の放射性セシウムの暫定許容値

放射性セシウムの暫定許容値以下の
飼料を給与する
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飼料の品質低下を防いだり、有効成分を補給したり、栄

養成分の利用を促進するために、飼料に混ぜ合わせるなど

して使用されるものです。

飼料添加物は表１のとおりです。

表１ 飼料添加物の概要 （２０２０年５月２９日現在）

１ 飼料添加物について

用途 類別 飼 料 添 加 物 の 種 類

飼料の品 抗酸化 エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール
質の低下 剤 （３種）
の防止

防かび プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム （３種）
剤

粘結剤 アルギン酸ナトリウム、カゼインナトリウム、プロピレングリコール など
（５種）

乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エス
テル など（５種）

（１７種） 調整剤 ギ酸 （１種）

飼料の栄 アミノ アミノ酢酸、ＤＬ－アラニン、Ｌ－アルギニン、塩酸Ｌ－リジン など
養成分そ 酸 （１６種）
の他の有
効成分の ビタミ ビタミンＡ、ビタミンＥ、イノシトール、塩化コリン など（３４種）
補給 ン

ミネラ 塩化カリウム、クエン酸鉄、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、酸化マグネシ
ル ウム など（４１種）

色 素 アスタキサンチン、β－アポ－８’－カロチン酸エチルエステル、カンタキ
（９４種） サンチン（３種）

飼料が含 合成抗 アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、クエン酸モランテ
有してい 菌剤 ル など（５種）
る栄養成
分の有効 抗生物 亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン など（１１種）
な利用の 質
促進

着香料 着香料（エステル類、エーテル類、ケトン類、脂肪酸類、脂肪族高級アルコ
ール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、テルペン系炭化
水素類、フェノールエーテル類、フェノール類、芳香族アルコール類、芳香
族アルデヒド類及びラクトン類のうち、１種又は２種以上を有効成分として
含有し、着香の目的で使用されるものをいう。） （１種）

呈味料 サッカリンナトリウム （１種）

酵 素 アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ など（１２種）

生菌剤 エンテロコッカス フェカーリス、エンテロコッカス フェシウム など
（１１種）

（４５種） 有機酸 フマル酸、グルコン酸ナトリウム など （４種）

（合計 １５６種）

の飼料添加物は、与えてよい飼料の種類（対象家畜等）や添加してよい量が定められています。

① 飼料添加物とは
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注１ 対象飼料とは、次のものをいいます。

鶏（ブロイラーを除く）用
幼すう用 ふ化後おおむね４週間以内の鶏用飼料
中すう用 ふ化後おおむね４週間を超え１０週間以内の鶏用飼料

ﾌﾞﾛｲﾗｰ用 前 期 用 ふ化後おおむね３週間以内のブロイラー用飼料
後 期 用 ふ化後おおむね３週間を超え食用として屠殺する前７日までのブ

ロイラー用飼料
豚 用 ほ乳期用 体重がおおむね 30ｋｇ以内の豚用飼料

子豚期用 体重がおおむね 30 ｋｇを超え 70 ｋｇ以内の豚(種豚育成中のも
のを除く｡)用飼料

牛 用 ほ乳期用 生後おおむね３月以内の牛用飼料（モネンシンナトリウムを含むも
のにあつては、主として離乳後の牛の育成の用に供する配合飼料で
あつて、脱脂粉乳を主原料とするもの以外に限る。）

幼齢期用 生後おおむね３月を超え６月以内の牛用飼料
肥育期用 生後おおむね６月を超えた肥育牛（搾乳中のものを除く。）用飼料

注２ 表中の値は、飼料１トン当たりに含むことができる有効成分量です。

注３ 抗菌性飼料添加物を添加した飼料は、食用に出荷する前７日間は家畜に与えてはいけま

せん（ただし、おおむね６ヶ月齢以上の肥育牛に、肥育期用の配合飼料を与える場合を除

く。）。

表２ 抗菌性飼料添加物を添加してよい飼料及び添加可能量（2019.12.27現在）

対象飼料 鶏（ブロイラー ブロイラー用 豚 用 牛 用

を除く）用

区分欄 飼料添加物名 幼すう用 前期用 後期用 ほ乳期 子豚期 ほ乳期 幼齢期用 肥育

単位 中すう用 用 用 用 期用

ｱﾝﾌﾟﾛﾘｳﾑ･ ｇ ｱﾝﾌﾟﾛﾘｳﾑ 40~250 40~250 40~250

ｴﾄﾊﾟﾍﾞｰﾄ ｴﾄﾊﾟﾍﾞｰﾄ 2.56~16 2.56~16 2.56~16

第 ｱﾝﾌﾟﾛﾘｳﾑ･ｴﾄﾊﾟﾍﾞｰ ｇ ｱﾝﾌﾟﾛﾘｳﾑ 100 100 100

ﾄ･ｽﾙﾌｧｷﾉｷｻﾘﾝ ｴﾄﾊﾟﾍﾞｰﾄ 5 5 5

ｽﾙﾌｧｷﾉｷｻﾘﾝ 60 60 60

ｻﾘﾉﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ ｇ力価 50 50 50 15 15

１ ｾﾝﾃﾞｭﾗﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ ｇ力価 25 25 25

ﾅｲｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ ｇ 100

ﾅﾗｼﾝ ｇ力価 80 80 80

ﾊﾛﾌｼﾞﾉﾝﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙ ｇ 40 40 40

欄 ﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ

ﾓﾈﾝｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ ｇ力価 80 80 80 30 30 30

ﾗｻﾛｼﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ ｇ力価 75 75 75 33

第２欄 ｸｴﾝ酸ﾓﾗﾝﾃﾙ ｇ 30 30

亜鉛ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ 万単位 16.8~168 16.8~168 16.8~168 42~420 16.8~168 42~420 16.8~168

第 ｱﾋﾞﾗﾏｲｼﾝ ｇ力価 2.5~10 2.5~10 2.5~10 10~40 5~40

３ ｴﾝﾗﾏｲｼﾝ ｇ力価 1~10 1~10 1~10 2.5~20 2.5~20

欄 ﾉｼﾍﾌﾟﾀｲﾄﾞ ｇ力価 2.5~10 2.5~10 2.5~10 2.5~20 2.5~20

ﾌﾗﾎﾞﾌｫｽﾌｫﾘﾎﾟｰﾙ ｇ力価 1~5 1~5 1~5 2~10 2.5~5

※ ﾋﾞｺｻﾞﾏｲｼﾝ ｇ力価 5~20 5~20 5~20 5~20 5~20

※：区分なし



- 16 -

飼料添加物には、添加できる飼料が限定されているもの

（表１の ）があります。特に抗生物質などの抗菌性飼料

添加物を添加した飼料は、給与できる家畜の種類、成育段

階や添加してよい量がきめ細かく定められています。

例えば同じ牛用飼料であっても、ほ乳期用のものと幼齢

期用や肥育期用のものでは、添加できる

飼料添加物の種類や量が異なっているの

で（表２）、対象家畜や使用上の注意など

の表示をよく確認して給与しましょう。

抗菌性飼料添加物はその性質などから区分されており

（表２の「区分欄｣)、同一区分の抗菌性飼料添加物を併用

することが禁止されています。

同一の作用をもつ抗菌性飼料添加物を同時に使用する

と、家畜に想定外の作用をおよぼすおそれがあります。

家畜に複数の配合飼料を同時に給与する場合は、各々

の飼料に同一区分に属する異なる種類の抗菌性飼料添加

物が添加されていないことを確認しましょう。配合飼料を徐

々に切り替えて使用する場合には、同一区分の抗菌性飼

料添加物を併用してしまうおそれがあるので、銘柄の選択

には十分に注意しましょう｡

② 添加できる飼料が限定されている飼料添加物

③ 抗菌性飼料添加物の併用の禁止
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表２の抗菌性飼料添加物（プレミックスと

して販売されているものなど）を飼料に混

ぜる場合は、飼料安全法に基づいて、飼料

製造管理者を設置する必要があります（届

出の手続が必要です）。

いわゆる自家配合であっても飼料製造

管理者の設置が必要ですので注意しまし

ょう｡

抗菌性飼料添加物は、使用を誤ると家畜の健康に悪影

響をおよぼし、畜産物に残留することがあります。抗菌性飼

料添加物を飼料に添加する場合は、飼料の製造に関して

十分な知識を持った管理者の責任の下で製造を行って下さ

い。

動物性たん白（肉骨粉、蒸製骨粉、血粉、チキンミール、

魚粉、魚粉２種混合飼料、肉類を含む食品残さなどが該当

します。）及び動物性油脂は、原料の由来や製造条件等に

より、給与できる家畜が限られています。

反すう動物（牛、めん羊、山羊及びしか）に給与される又

はその可能性のある飼料は、ほ乳動物由来たん白質、家き

ん由来たん白質及び魚介類由来たん白質を含んではなら

ないとされています。

規制の概要は、表３のとおりです。

④ 飼料製造管理者の設置の義務

 
管
理
者 

２ 動物性たん白・動物性油脂について
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表 ３ 動 物 由 来 た ん 白 質 ・ 動 物 性 油 脂 の

家 畜 へ の 給 与 に 関 す る 規 制 の 概 要

（2020年５月28日現在）

牛など 豚 鶏 養魚

乳、乳製品 ほ乳動物 ◎ ◎ ◎ ◎

卵、卵製品 家きん ◎ ◎ ◎ ◎

ゼラチン、コラーゲン
ほ乳動物（反すう動物は、牛・めん羊・山羊に

限る。）・家きん・魚介類 〇 〇 〇 〇

牛・めん羊・山羊（SRM※注３を除く。牛・めん

羊・山羊と分別されない豚（いのししを含む。
以下この表において同じ。）・馬・家きんを含
む。）

× × × 〇

豚

馬

家きん

豚･馬・家きん混合

しか × × × ×

牛・めん羊・山羊（SRMを除く。牛・めん羊・山

羊と分別されない豚・馬・家きんを含む。） × × × ○

豚

馬

家きん

豚･馬・家きん混合

しか × × × ×

魚粉などの魚介類由来たん白質 魚介類 × ○ ○ ○

動物由来たん白質を含む食品残さ（畜水産加工品

の製造工程で発生した残さなど）
ほ乳動物・家きん・魚介類 × ○ ○ ○

特定動物性油脂注５ ほ乳動物・家きん ◎ ◎ ◎ ◎
ほ乳動物（牛など（SRMを除く。）を含むもの）・

家きん × ○ ○ ○

ほ乳動物（牛などを含まないもの）・家きん △ ○ ○ ○

魚油　（魚介類以外のたん白質と完全分離された工

程で製造されたもの）
魚介類 ◎ ◎ ◎ ◎

上の各欄に記載された以外の動物性油脂 ほ乳動物・家きん × × × ×

骨灰、骨炭（一定の条件で加工処理されたもの）

第２リン酸カルシウム（鉱物由来、脂肪・たん白質を含まないもの）

注１ 「牛など」には牛、めん羊、山羊及びしかが含まれる

注２ 「◎」は使用可能。

「〇」「△」は、基準に適合することについて農林水産大臣の確認を受けた工場の製品のみ使用可能

注３ 「SRM」とは、牛の特定危険部位（30月齢超の牛の脳等）及びめん羊・山羊の特定危険部位（12月齢超の脳等）
のこと

注４ 「動物性油脂」には、植物性油脂を含む場合も含まれる

注５ 「特定動物性油脂」とは、食用脂肪のみを原料とする動物性油脂（不溶性不純物 0.02%以下）のこと

注６ 「△」は、ほ乳期子牛育成用代用乳配合飼料への使用はできない

注７ 「その他」に記載されたものは、動物由来たん白質及び動物性油脂の規制の対象外

（飼料安全法の対象家畜として、めん羊、山羊及びしかを追加（政令、H15.7.1））

そ

の
他

ほ乳動物・家きん・魚介類 ◎ ◎ ◎ ◎

× ○ ○ ○

動

物
性
油

脂

動物性油脂  （不溶性不純物 0.15%以下）

主な対象品目 由 来 動 物

給与対象家畜

動

物
由
来

た
ん

白
質

血粉、血しょうたん白

× ○ ○ ○

肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉

（チキンミール、フェザーミール、肉粉を含む)

注１

注４

注７

注２

注６
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